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株主各位

証券コード　7521

令和７年６月11日

(電子提供措置の開始日　令和７年６月４日)

株　主　各　位

東京都中央区銀座八丁目20番36号

株式会社 ム　サ　シ
代表取締役社長　羽 鳥 雅 孝

当社ウェブサイト　https://www.musashinet.co.jp/

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第104期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第104期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提

供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェ

ブサイトに「第104期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、

以下の当社ウェブサイトにアクセスして、「ＩＲ情報」を選択の上、ご確認くだ

さいますようお願い申し上げます。

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウ

ェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社

情報サービス）にアクセスして、銘柄名に「ムサシ」または証券コードに

「7521」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」、「株主総会

招集通知／株主総会資料」を選択の上、ご確認くださいますようお願い申し上げ

ます。

なお、新型コロナウイルス感染症の終息が宣言されていない現状を踏まえ、株

主総会での密集回避のため、株主様には可能な限り書面による議決権の事前行使

をお願い申し上げます。また、株主総会にご来場される株主様におかれまして

は、マスク着用などの対策をお願い申し上げます。併せて、当社の判断に基づ

き、株主総会会場において株主様の安全確保及び感染拡大予防のために入場制限

等の必要な措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上げま

す。
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株主各位

１．日 時 令和７年６月27日（金曜日）午前10時

２．場 所 東京都千代田区大手町一丁目２番１号

Otemachi One 三井物産ビル４階 大手町三井カンファレンス

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第104期（令和６年４月１日から令和７年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件

２. 第104期（令和６年４月１日から令和７年３月31日まで）

計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案

第２号議案

第３号議案

第４号議案

剰余金の処分の件

取締役13名選任の件

監査役１名選任の件

退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表

示があったものとしてお取扱いいたします。

     

書面による議決権の事前行使にあたっては、株主総会参考書類をご検討の上、

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和７年６月26日（木

曜日）午後５時45分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げま

す。

敬　具
記

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ

いますようお願い申し上げます。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社

ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項

を掲載させていただきます。
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事業の経過及びその成果

（令和６年４月１日から）令和７年３月31日まで

事　業　報　告

１. 企業集団の現況
(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、景気は緩やかに回復しているとさ

れる一方で円安や資源高により物価の上昇基調が続いており、先行き一段の

物価上昇圧力が強まるとともに、米国の今後の政策の不確実性や世界的な金

融引締めによる景気への影響が懸念されるなど、依然として先行きは不透明

な状況が続いております。

このような状況のもと当社グループでは、文書のデジタル化事業や印刷機

材、貨幣処理機器やセキュリティ機器及び紙・紙加工品などの販売に注力す

るほか、昨年10月に実施された衆議院選挙や各地方選挙向け選挙機材の販売

を積極的に取り組んでまいりました。

この結果、当期の連結業績は、売上高373億91百万円（前期比12.8％

増）、営業利益33億54百万円（前期比211.4％増）、経常利益47億38百万円

（前期比321.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益34億32百万円（前

期比347.0％増）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、セグメントの売上高及び営業利益はセグメント間の取引を相殺消去

しておりません。

（情報・印刷・産業システム機材）

情報・産業システム機材は、工業用検査機材の販売が点検業務の需要増加

やデジタル機器更新を取り込み増加しました。

業務用ろ過フィルターも半導体や精密電子機器向けの販売が順調に推移し

たほか、スキャナー等の電子化機器も好調に推移しました。

また、文書のデジタル化事業も概ね順調に推移しました。

印刷システム機材は、印刷機器の販売は多目的インクジェットプリンター

やデジタルダイカッターの販売が伸長し概ね順調に推移しましたが、印刷材

料の販売が需要減少の影響を受け低調に推移しました。

以上の結果、セグメント売上高は188億２百万円（前期比1.0％減）となり

ました。

また、利益面では高採算の電子化機器の伸長と、工業用検査機材や業務用

ろ過フィルターの増収により、営業利益は８億30百万円（前期比53.3％増）

となりました。
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事業の経過及びその成果

（金融汎用・選挙システム機材）

金融汎用システム機材は、貨幣処理機器の新貨幣対応や更新需要が金融機

関や運輸業界向けに伸長しました。

また、金融機関の集中部門向けシステム機器の販売も順調に推移しまし

た。

選挙システム機材は、衆議院選挙や全国の地方選挙向けに投票用紙交付機

や読取分類機などの機器の販売が好調だったほか、投開票管理システムの販

売やサポート業務も伸長したため前年実績を大幅に上回りました。

以上の結果、セグメント売上高は94億９百万円（前期比101.3％増）とな

りました。

また、利益面でも選挙システム機材増収の影響により、営業利益は21億29

百万円（前期は１億87百万円）となりました。

（紙・紙加工品）

紙・紙加工品は、医薬品や化粧品向け紙器用板紙などの販売は順調に推移

しましたが、印刷用紙や情報用紙の販売が需要減少の影響を受け落ち込みま

した。

この結果、セグメント売上高は88億95百万円（前期比3.5％減）、営業利

益は１億76百万円（前期比7.0％減）となりました。

（不動産賃貸・リース事業等）

不動産賃貸・リース事業等の業績は概ね順調に推移し、売上高は６億13百

万円（前期比6.1％増）、営業利益は２億15百万円（前期比38.3％増）とな

りました。
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設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

(2) 設備投資の状況

特に記載すべき事項はありません。

(3) 資金調達の状況

特に記載すべき事項はありません。

(4) 対処すべき課題

情報・産業システム機材では、自治体、図書館、研究機関など利用団体に

対し、マイクロフィルムの保存方法や劣化対策、電子化の提案を進めてまい

ります。

印刷システム機材では、デジタル化による紙メディア需要減少の影響で機

器・材料の需要が縮小傾向にあり、厳しい市場環境にあります。今後は、収

益性の向上を図るため、多目的インクジェットプリンターやデジタルダイカ

ッターなど特徴ある商品や自社開発ソフトウェアの拡販に注力し、競合優位

性を構築し、他社との差別化と直販力を強化してまいります。

金融汎用システム機材では、顧客の課題解決に繋がる競争力ある商品開発

に取り組み、新商品の市場投入を積極的に推進してまいります。また、新規

市場開拓に向けた商品開発や販売チャネルの拡充にも取り組み、事業の拡大

を図ってまいります。

選挙システム機材では、自治体情報システム標準化への対応を進めてまい

ります。

紙・紙加工品分野では、印刷用紙の需要減少が続いているため、市場変化

の影響を受けにくい、特殊機能・高付加価値を持ったオリジナル商品を開

発・商品化することにより、採算性重視の受注とコスト削減により、収益性

の改善に取り組んでまいります。
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財産及び損益の状況の推移、重要な親会社及び子会社の状況

区　　　　分
第101期

令和３年度
第102期

令和４年度
第103期

令和５年度

第104期
（当連結会計年度）
令和６年度

売 上 高(百万円) 36,213 37,072 33,140 37,391

経 常 利 益(百万円) 1,848 2,705 1,123 4,738

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(百万円) 981 1,762 767 3,432

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 141.53 258.66 112.70 503.77

総 資 産(百万円) 43,481 43,893 45,031 49,811

純 資 産(百万円) 27,024 28,698 30,198 33,965

(5) 財産及び損益の状況の推移

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

武蔵エンジニアリング株式会社 95百万円 100.00％
当社取扱商品の設計・
開発・製造

ムサシ・フィールド・サポート株式会社 50 100.00
機器・器具の設置・保守・
点検・修理

エ ム ・ ビ ー ・ エ ス 株 式 会 社 60 100.00
情報用紙製品･ＯＡ機材の製
造・販売､産業材料製品の販売

エ フ ・ ビ ー ・ エ ム 株 式 会 社 20 100.00
印刷システム機材・ＯＡ機
器の販売

株式会社ムサシ・エービーシー 20 100.00 データ入力サービス

ムサシ・イメージ情報株式会社 50 100.00
デジタル加工・マイクロフ
ィルムサービス

ムサシ・アイ・テクノ株式会社 20 100.00
データ入力・デジタル加工・
マイクロフィルムサービス

武 蔵 興 産 株 式 会 社 50 100.00 不動産の賃貸業

株式会社武蔵エンタープライズ 10 100.00
リース業、損害保険代理
業、人材事業

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
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主要な事業内容、主要な事業所

事　　　　　業 主　要　取　扱　品　目

情報・印刷・産業システム機材

電子メディア・マイクロフィルム総合システムの機器・材
料・情報処理サービスと保守、機能性材料
印刷システム・ＩＰＳ（名刺・ハガキ印刷）システムの機
器・材料と保守、レーザー加工機の機器と保守
産業用検査の機器・材料と保守

金融汎用・選挙システム機材
貨幣処理・選挙・セキュリティシステムの機器及び関連機材
と保守

紙 ・ 紙 加 工 品
印刷・出版・情報・事務用紙、紙器用板紙、特殊紙、紙加工
品、感圧紙

不動産賃貸・リース事業等 不動産の賃貸業、リース業、損害保険代理業、人材事業

(7) 主要な事業内容（令和７年３月31日現在）

当社グループは次の事業を主たる事業内容としております。

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 中 央 区 東 関 東 支 店 千 葉 市 中 央 区

東 京 第 一 支 店 東 京 都 中 央 区 大 阪 支 店 大阪府東大阪市

東 京 第 二 支 店 東 京 都 中 央 区 名 古 屋 支 店 名 古 屋 市 中 区

紙 ・ 紙 加 工 事 業 部 東 京 都 中 央 区 福 岡 支 店 福 岡 市 博 多 区

海 外 営 業 部 東 京 都 中 央 区 中 四 国 支 店 広 島 市 中 区

神 静 支 店 横 浜 市 磯 子 区 札 幌 支 店 札 幌 市 北 区

北 関 東 支 店 さいたま市大宮区 仙 台 支 店 仙 台 市 青 葉 区

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

武蔵エンジニアリング株式会社 東 京 都 港 区 ムサシ・イメージ情報株式会社 東 京 都 江 東 区

ムサシ・フィールド・サポート株式会社 東 京 都 中 央 区 ムサシ・アイ・テクノ株式会社 大阪府東大阪市

エム・ビー・エス株式会社 東 京 都 中 央 区 武 蔵 興 産 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区

エフ・ビー・エム株式会社 東京都千代田区 株式会社武蔵エンタープライズ 東 京 都 中 央 区

株式会社ムサシ・エービーシー 東 京 都 中 央 区

(8) 主要な事業所（令和７年３月31日現在）

① 当社の本社・支店

② 子会社
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使用人の状況、主要な借入先

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

情報・印刷・産業システム機材 287（729）名 △9（△32）名

金融汎用・選挙システム機材 176（  5） 11（   -）

紙 ・ 紙 加 工 品 32（  2） -（   -）

不 動 産 賃 貸 ・ リ ー ス 事 業 等 6（  -） 1（   -）

全 　 社 （ 共 通 ） 32（  -） 2（   -）

合 計 533（736） 5（△32）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

190名 △３名 46.3歳 21.4年

(9) 使用人の状況（令和７年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載

しております。

２. 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門

に所属しているものであります。

② 当社の使用人の状況

（注） 使用人数は就業員数であり、出向者５名を含んでおりません。

(10) 主要な借入先（令和７年３月31日現在）

特に記載すべき借入先はありません。
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株式の状況

① 発行可能株式総数 28,920,000株

② 発行済株式の総数 7,950,000株

③ 株主数 1,938名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

上 毛 実 業 株 式 会 社 1,388千株 20.37％

シ ョ ウ リ ン 商 事 株 式 会 社 897 13.16

ム サ シ 社 員 持 株 会 325 4.78

ム サ シ 互 助 会 299 4.38

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 279 4.10

小 林 厚 一 237 3.48

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 160 2.34

ＥＵＲＯＰＥＡＮ ＤＥＰＯＳＩＴＡＲＹ ＢＡＮＫ
ＳＡ－ＤＵＢＬＩＮ － ＢＵＴＴＥＲＭＥＲＥ
ＤＥＥＰ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＬＩＭＩＴＥＤ

155 2.27

羽 鳥 雅 孝 137 2.01

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 95 1.39

２. 会社の現況

(1) 株式の状況（令和７年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を1,135,648株保有しておりますが、上記大株主からは除外してお

ります。

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（令和７年３月31日現在） （※印は代表取締役）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

※取 締 役 会 長 小 林 厚 一

※取 締 役 社 長 羽 鳥 雅 孝

取締役副社長 小 野 貢 市 経営本部長兼総務部担当

専 務 取 締 役 小 林 将 治 第一営業本部長

専 務 取 締 役 羽 鳥 智 紀 役員室長兼グループ企業管理室長

取 締 役 五 島 眞 一 大阪支店長

取 締 役 山 本 義 明 財務部長

取 締 役 村 田 一 則 東京第一支店長

取 締 役 西 沢 　 一 人事部長

取 締 役 森 山 明 彦 第二営業本部長兼東京第二支店長

取 締 役 横 尾 孝 之 紙・紙加工事業部長

取 締 役 池 田 哲 郎 名古屋支店長

取 締 役 髙 原 巨 章 税理士

常 勤 監 査 役 小 林 佳 典

常 勤 監 査 役 矢 島 謙 樹

監 査 役 安 藤 信 彦 弁護士

監 査 役 赤 石 　 健
公認会計士、税理士
クニミネ工業株式会社社外取締役

(2) 会社役員の状況

（注）１. 令和６年６月27日開催の第103期定時株主総会において、新たに矢島謙樹氏が監査役

に選任され、就任いたしました。

２. 令和６年６月27日開催の第103期定時株主総会終結の時をもちまして、監査役村田進

氏は任期満了により、退任いたしました。

３. 取締役髙原巨章氏は、社外取締役であります。

４. 監査役安藤信彦氏及び赤石健氏は、社外監査役であります。

５. 監査役赤石健氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。

６. 取締役髙原巨章氏及び監査役赤石健氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け

出ております。

７. 当社は、保険会社との間で、当社取締役及び当社監査役を被保険者とする会社法第

430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該契約

により被保険者が負担することになる、職務の執行に関して支出した費用又は被った

損失に関する損害を補填することとしております。また、すべての被保険者につい

て、その保険料を全額当社が負担しております。

－ 10 －
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区 分
報酬等の総額
（ 百 万 円 ）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役
員の員数(人)

基本報酬
業績連動
報 酬 等

非 金 銭
報 酬 等

取 締 役
（うち社外取締役）

259
（ 4）

259
（ 4）

- - 13
（ 1）

監 査 役
（うち社外監査役）

29
（ 6）

29
（ 6）

- - 5
（ 2）

合 計
（うち社外役員）

289
（11）

289
（11）

- - 18
（ 3）

② 取締役及び監査役の報酬等

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 上記には、令和６年６月27日開催の第103期定時株主総会終結の時をもって退任した

監査役１名を含んでおります。

２. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

３. 報酬等の額には、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。

ロ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金

令和６年６月27日開催の第103期定時株主総会決議に基づき、同総会

終結の時をもって退任した監査役に対し支払った役員退職慰労金は、以

下のとおりであります。

・監査役１名に対し３百万円

（金額には、上記イ．及び過年度の事業報告において役員の報酬等の

総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額３百万円が含まれておりま

す。）

ハ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役の金銭報酬の額は、平成３年12月３日開催の当社第70期定

時株主総会において、月額50百万円以内と決議しております（使用人兼

務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取

締役の員数は18名です。

当社監査役の金銭報酬の額は、平成３年12月３日開催の当社第70期定

時株主総会において、月額５百万円以内と決議しております。当該定時

株主総会終結時点の監査役の員数は２名です。

ニ. 取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項

当社は、役員の報酬制度を「会社の持続的な成長と中長期的な企業価

値の向上に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と

位置づけております。

・取締役の報酬

取締役の報酬については、持続的な成長を図れる環境を構築していく

ことが重要だと考え、一時的な利益変動に連動させる報酬体系ではなく

固定報酬とし、業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目

的に、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、取締役会の

－ 11 －
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授権を受けた経営会議が、役位、就任年数、貢献度、経営環境及び従業

員給与とのバランス等を勘案の上、決定しております。

・監査役の報酬

監査役の報酬は、固定報酬とし、株主総会において決議された報酬の

総額の範囲内で、常勤・非常勤の別、役割、社会水準等を総合的に勘案

の上、監査役の協議により決定しております。

ホ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、役員報酬に係る基本方針を決定し、各取締役の報酬額に

ついては経営会議に一任しております。当事業年度の取締役報酬額は、

取締役会の決定した基本方針に基づいて経営会議が決定しております。

委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部

門について評価を行うには、代表取締役からなる経営会議が適している

と判断したためであります。当事業年度の取締役報酬額に係る経営会議

は、代表取締役会長小林厚一及び代表取締役社長羽鳥雅孝で構成されて

おります。

なお、取締役会は、具体的な基準により報酬等が決定されていること

から、経営会議の決定が報酬等の基本方針に沿うものと判断しておりま

す｡

③ 社外役員に関する事項

イ. 監査役赤石健氏は、クニミネ工業株式会社の社外取締役であります。

当社とクニミネ工業株式会社との間に特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況及び社外取締役が期待される役割に

関し行った職務の概要

取締役髙原巨章氏は、当事業年度に開催された取締役会19回のうち17

回に出席いたしました。同氏は税理士としての専門的な知識を有し、当

該知見を活かした専門的な観点から報告事項や決議事項について適宜質

問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べ、意思決定の妥

当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

監査役安藤信彦氏は、当事業年度に開催された取締役会19回のうち18

回に出席し、また監査役会19回のうち19回に出席しており、社外監査役

として報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ

社外の立場から意見を述べております。

監査役赤石健氏は、当事業年度に開催された取締役会19回のうち17回

に出席し、また監査役会19回のうち18回に出席しており、会計に関する

豊富な経験に基づき社外監査役として報告事項や決議事項について適宜

質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

－ 12 －
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会計監査人の状況

① 名称 Mooreみらい監査法人

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 36百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

36

(3) 会計監査人の状況

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り

の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の

報酬等について同意の判断をいたしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項

目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会

が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役

は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し

た旨及びその理由を報告いたします。

－ 13 －
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３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に関する記録は、社内規程に基づき作成・保存してお

ります。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理を有効に機能させるため、企業倫理の確立、情報セキュリテ

ィの確保、品質管理の徹底等を本社部門が中心となり推進するとともに、

各部署がそれぞれの役割に応じて自主的に対応する体制をとっておりま

す｡

実施状況については、各主管部門が継続的に監視・監督を行っており、

重要な事項については、適宜取締役会への報告を行っております。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

月１回定期的に開催される取締役会に加え、取締役を中心に各事業担当

の幹部が出席する業務連絡会議を毎週１回開催し、業務の運営状況、予算

の進捗状況、販売先への与信管理等あらゆる面において業務執行の迅速化

と共通認識の徹底を図っております。

④ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

職務の執行は、役職員が自己の分掌範囲について責任をもって行ってお

り、特に経営上の重要な意思決定は、取締役会において検討を加え慎重に

行うこととしております。

また、内部監査体制として、内部監査室が計画的に業務監査及び会計監

査を実施し、会社業務の適正な運営や社内規程との整合性等を検証すると

ともに、不正過誤の防止、業務の改善・効率化を図っております。

法令違反等を早期に発見し、違反状態を速やかに解消するため、役職員

等が直接情報を提供する手段として、内部通報規程に基づく内部者通報制

度を運用しております。

－ 14 －
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⑤ 次に掲げる体制その他の会社並びにその親会社及び子会社から成る企業

集団における業務の適正を確保するための体制

イ 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第１項の

職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて

「取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の会社への報告に関す

る体制

グループ会社についてはグループ企業管理室が関係会社管理規程に基

づき管理しており、グループ会社の事業内容は毎月報告を受けておりま

す｡

ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グループ企業管理室が各種リスクの管理を行うとともに、重要な意思

決定については事前協議を行い、必要に応じて当社取締役会で審議を行

っております。

ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制

グループ会社において定期的に開催される取締役会及び重要な会議に

当社の関係役員が参加し、運営に関する共通認識の徹底を図っておりま

す｡

ニ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

職務の執行は、役職員が自己の分掌範囲について責任をもって行って

おり、特に経営上の重要な意思決定は、当社取締役会において検討を加

え慎重に行うこととしております。また、当社内部監査室、会計監査

人、監査役は、連携してグループ各社の監査を適宜行っております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じ

て、監査役の業務補助のための使用人を置くこととしております。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

使用人の人事に関する事項については、監査役会と事前に協議すること

としております。
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⑧ 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する

事項

監査役から指示を受けた当該使用人は、その指示の遂行に関して取締役

の指揮命令を受けず、また、実施結果の報告は指示した監査役に対しての

み行うこととしております。

⑨ 次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制

イ 会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

取締役及び使用人は、以下の事項について監査役に書面もしくは口頭

にて報告することとしております。

・当社グループに著しい損害及び利益を及ぼす恐れのある事実

・職務執行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生

する可能性もしくは発生した場合の当該事実

・その他社内規程に定められた報告事項

また、監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する

ため、取締役会等重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、その

他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用

人にその説明を求めることとしております。

ロ 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、法第598条第１項の

職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれら

の者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制

グループ会社の取締役及び使用人は、グループ企業管理室に随時その

職務の執行状況及び会社に重大な影響を及ぼす事項について、その内容

を報告し、グループ企業管理室は、監査役の求めに応じて随時報告を行

うこととしております。

⑩ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

当社グループは、内部通報規程において、通報者の保護を定めておりま

す｡

⑪ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他

の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する

事項

監査役が職務上必要とする費用については、会社法第388条に則り処理

することとしております。

－ 16 －



2025/05/28 14:55:57 / 24181243_株式会社ムサシ_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

⑫ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役との意見交換を行い適切な意思疎通を図るとともに、内部監

査室、会計監査人と十分な連携を図り、効果的な監査業務の遂行を図るこ

ととしております。

⑬ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制の整備状況

当社は以下のとおり「反社会的勢力排除に関する基本方針」を定め、こ

の方針に従った対応を徹底いたします。

・当社は、反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断します。

・当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として対応する

とともに、対応する役職員の安全確保に努めます。

・当社は、反社会的勢力による不当要求に備え、平素から警察、公益社団

法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、公益財団法人暴力団追放運動

推進都民センター及び弁護士等との連携関係を構築します。

・当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的

対応を行います。

・当社は、いかなる理由があっても、事実を隠蔽するための反社会的勢力

との裏取引は絶対行いません。

・当社は、反社会的勢力に対する資金提供は、絶対に行いません。

・当社の反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況は以下のとおりです。

(1) 「反社会的勢力排除に関する基本方針」において、「反社会的勢力

とは取引を含めた一切の関係を遮断」することを宣言しています。

(2) 総務部を対応部門とし、不当要求などの事案ごとに関係部門と協議

し対応します。

(3) 公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会（特防連）及びそ

の下部組織である特殊暴力防止対策協議会（特防協）に加入し、ま

た所轄の警察署、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター及

び弁護士等、外部の専門機関と連携しています。

(4) 特防連等が主催する講習会や情報交換会等で反社会的勢力に関する

情報を収集し、総務部で情報の一元管理を行っています。

(5) 「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し、その内容及び特防連監

修の教育・研修用ビデオにより、役職員に周知・徹底を行っていま

す。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の

概要は以下のとおりであります。

・取締役会を19回開催し、法令等に定められた事項や経営方針、予算の策定

等経営における重要な事項を決定し、月次の業績の分析、対策、評価を検

討するとともに、法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審

議を行いました。

・監査役会を19回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、取締役会等重

要な社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の

監査、法令・定款等の遵守について監査いたしました。

・財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づ

き内部統制評価を実施いたしました。また、決算開示資料については、取

締役会に付議した後、開示を行うことにより適正性を確保いたしました。

・当社の「内部監査規程」に従い内部監査室が作成した監査計画に則り、内

部監査室が当社の業務監査及び会計監査を実施いたしました。グループ会

社の経営上の重要案件については、当社の「関係会社管理規程」に基づ

き、グループ企業管理室が報告を受け、当社取締役会で審議を行いまし

た。
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連結貸借対照表

（令和７年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

34,843

22,291

667

6,576

1,789

2,002

103

1,111

316

△16

14,967

3,767

1,231

68

1,969

498

204

50

134

19

10,995

3,559

1,824

181

2,191

2,550

728

△40
　

流 動 負 債 12,819

支払手形及び買掛金 4,496

電 子 記 録 債 務 1,875

短 期 借 入 金 3,516

未 払 法 人 税 等 1,111

賞 与 引 当 金 396

そ の 他 1,422

固 定 負 債 3,025

繰 延 税 金 負 債 1,049

退職給付に係る負債 211

役員退職慰労引当金 1,069

そ の 他 694

負 債 合 計 15,845

純 資 産 の 部

株 主 資 本 31,793

資 本 金 1,208

資 本 剰 余 金 2,005

利 益 剰 余 金 30,434

自 己 株 式 △1,854

その他の包括利益累計額 2,172

その他有価証券評価差額金 1,703

退職給付に係る調整累計額 468

純 資 産 合 計 33,965

資 産 合 計 49,811 負 債 ・ 純 資 産 合 計 49,811

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

（令和６年４月１日から）令和７年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 37,391

売 上 原 価 26,713

売 上 総 利 益 10,677

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,323

営 業 利 益 3,354

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 101

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 1,276

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 0

雑 収 入 64 1,442

営 業 外 費 用

支 払 利 息 46

投 資 事 業 組 合 運 用 損 8

雑 損 失 2 57

経 常 利 益 4,738

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,738

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,339

法 人 税 等 調 整 額 △33 1,305

当 期 純 利 益 3,432

非支配株主に帰属する当期純利益 －

親会社株主に帰属する当期純利益 3,432

連 結 損 益 計 算 書
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連結株主資本等変動計算書

（令和６年４月１日から）令和７年３月31日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,208 2,005 27,348 △ 1,854 28,707

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 347 △ 347

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

3,432 3,432

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 3,085 － 3,085

当 期 末 残 高 1,208 2,005 30,434 △ 1,854 31,793

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 1,016 473 1,490 30,198

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 347

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

3,432

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

686 △ 4 682 682

当 期 変 動 額 合 計 686 △ 4 682 3,767

当 期 末 残 高 1,703 468 2,172 33,965

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

・市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

連結注記表

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数 ９社

② 連結子会社の名称 武蔵エンジニアリング株式会社

ムサシ・フィールド・サポート株式会社

エム・ビー・エス株式会社

エフ・ビー・エム株式会社

株式会社ムサシ・エービーシー

ムサシ・イメージ情報株式会社

ムサシ・アイ・テクノ株式会社

武蔵興産株式会社

株式会社武蔵エンタープライズ

③ 非連結子会社数 １社

④ 非連結子会社の名称 株式会社横浜マイクロシステム

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいず

れも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した関係会社数 １社

② 持分法を適用した関係会社の名称

株式会社ジェイ・アイ・エム

③ 持分法を適用していない非連結子会社

１社

④ 持分法を適用していない非連結子会社の名称

株式会社横浜マイクロシステム

（持分法を適用しない理由）

持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益及び利益剰余金等からみて持分法の対

象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がな

いためであります。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

その他有価証券

ロ. 棚卸資産 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物
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連結注記表

附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については定額法によっ

ております。

ロ. 無形固定資産 定額法

（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

ハ. リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

ハ. 役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、それぞ

れ内規に基づく期末要支給額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法

イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連

結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することとしておりま

す。
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連結注記表

⑤ 収益及び費用の計上基準

イ. 「情報・印刷・産業システム機材」及び「金融汎用・選挙システム機材」

各セグメントにおいて、機器・材料の販売、役務提供

及び保守サービスを行っており、顧客への商品の引き

渡し及び役務提供の履行義務を負っております。機

器・材料の販売につきましては、顧客に商品を引き渡

した時点、役務提供につきましては、役務が完了した

時点で収益を認識しております。保守サービスにつき

ましては、履行義務が時の経過につれて充足されるた

め、顧客との契約期間に従い一定の期間にわたって収

益を認識しております。

ただし、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第

98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内販

売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転

される時までの期間が通常の期間である場合には、出

荷時点に収益を認識しております。

また、収益は、顧客との契約により定めた金額によっ

ております。

なお、顧客への販売における当社の役割が代理人に該

当する取引につきましては、顧客から受け取る額から

仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識してお

ります。

ロ. 「紙・紙加工品」

用紙、紙器用板紙及び紙加工品の販売を行っており、

顧客への商品の引き渡しの履行義務を負っておりま

す。収益は、顧客に商品を引き渡した時点で認識して

おります。

ただし、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第

98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内販

売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転

される時までの期間が通常の期間である場合には、出

荷時点に収益を認識しております。

また、収益は、顧客との契約により定めた金額によっ

ております。

⑥ 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

⑦ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の定額法により償却

を行っております。

⑧ 消費税等の会計処理 控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として

処理しております。
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連結注記表

当 連 結 会 計 年 度

繰延税金資産 181百万円

２. 会計方針の変更に関する注記

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28

日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しておりま

す。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年

改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指

針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、

当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる

場合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指

針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計

算書類への影響はありません。

３. 重要な会計上の見積り

繰延税金資産

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産については、将来減算一時差異の回収可能性を検討した上で、その回収が

不確実と考えられる部分に対して評価性引当額を計上しております。

回収可能性の判断は、将来の課税所得見込額、タックス・プランニング及び将来加算一

時差異を考慮し、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲で繰延税金

資産を計上しております。
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報 告 セ グ メ ン ト

情報･印刷･産業
システム機材

金融汎用･選挙
システム機材

紙・紙加工品
不動産賃貸・
リース事業等

合 計

売上高

一時点で移転される財
又はサービス

17,973 9,101 8,895 － 35,970

一定の期間にわたり移
転される財又はサービ
ス

813 307 － － 1,121

顧客との契約から生じ
る収益

18,786 9,409 8,895 － 37,091

そ の 他 の 収 益 － － － 299 299

外部顧客への売上高 18,786 9,409 8,895 299 37,391

有形固定資産減価償却累計額 7,129百万円

４. 収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

（単位：百万円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「１．連結計算書類作成のための基本となる重要

な事項に関する注記等 (4)会計方針に関する事項 ⑤収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりであります。

(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

当社グループは契約資産がなく、また、契約負債については、残高に重要性が乏しく、

重要な変動も発生していないため、記載を省略しております。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、

実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧

客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

５. 連結貸借対照表に関する注記

６. 連結損益計算書に関する注記

顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載して

おりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「４．収益認識に関する注記 (1)収益

の分解」に記載しております。
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普通株式 7,950,000株

決 　 　 議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

令和６年６月27日
定 時 株 主 総 会

普通株式 143 21.00 令和６年３月31日 令和６年６月28日

令和６年11月12日
取 締 役 会

普通株式 204 30.00 令和６年９月30日 令和６年12月10日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

令和７年６月27日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 204 30.00 令和７年３月31日 令和７年６月30日

７. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの
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８. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、一時的な余資は流動性の高い金融資産で運用し、中・短期の資金調達

については金融機関からの借入により調達する方針です。

また、デリバティブ取引についてはヘッジ手段として用いる場合を除き原則として行っ

ておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権には、顧客の信用リスクが存在

しております。

有価証券及び投資有価証券は、債券及び主に業務上の関係を有する企業の株式であり、

市場価格の変動リスクに晒されております。

差入保証金は、仕入先に対し仕入債務の担保として差し入れているものであります。

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて６ヶ月以内の支払期

日であります。

借入金は、営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

取引関連諸規程に従い、業務管理室が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとと

もに、定期的に取引先について信用状況を調査し、財務状況等の悪化等による回収懸念

の早期把握や軽減を行っております。

連結子会社においても、当社の取引関連諸規程に準じて、管理を行っております。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務

状況等を把握しております。

債券は、定期的に発行体の経営成績・財務状況を把握するとともに、日本証券業協会

公表の「公社債店頭売買参考統計値」により市場価格を監視しております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

グループ各社は月次資金繰計画を作成し、これを適時に更新することにより流動性リ

スクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することがあります。

－ 28 －



2025/05/28 14:55:57 / 24181243_株式会社ムサシ_招集通知_電子提供措置用

連結注記表

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

（1）有価証券及び投資有価証券
（注２）

3,394 3,394 －

資産計 3,394 3,394 －

負債計 － － －

デリバティブ取引 － － －

区 分
連結貸借対照表計上額

（ 百 万 円 ）

非上場株式 1,904

その他（注） 85

区 分
連結貸借対照表計上額

（ 百 万 円 ）

差入保証金 2,550

(2) 金融商品の時価等に関する事項

令和７年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。

（注）１．「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び

買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」及び「未払法人税等」については、短

期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し

ております。

２．市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりませ

ん。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（注） 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資については、「時価

の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月

17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

３．差入保証金は、返済期日が確定しているものではないため、上表に含まれておりませ

ん。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 22,121 － － －

受取手形 667 － － －

売掛金 6,576 － － －

電子記録債権 1,789 － － －

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券

社　債 － － － －

合 計 31,156 － － －

区 分

時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株 式 3,394 － － 3,394

社 債 － － － －

その他 － － － －

合 計 3,394 － － 3,394

４．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に

より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
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連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 （ 百 万 円 ）
期 末 時 価
（百万円）

期 首 残 高 期 中 増 減 額 期 末 残 高

1,280 △37 1,243 3,003

(1) １株当たり純資産額 4,984円46銭

(2) １株当たり当期純利益 503円77銭

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

上場株式は、相場価格を用いて評価しております。上場株式は、活発な市場で取引

されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。また、市場におけ

る取引価格が存在せず、かつ、解約又は買戻し請求に関して市場参加者からリスクの

対価を求められるほどの重要な制限がない金融商品は基準価格を時価として、レベル

１に分類しております。

９. 賃貸等不動産に関する注記

一部の連結子会社では、東京都において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）及び賃貸住

宅・マンション（土地を含む）を有しております。令和７年３月期における当該賃貸等不動産

に係る損益は１億59百万円であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであ

ります。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除し

た金額であります。

２. 期中増減額における減少の主な要因は、減価償却費によるものであります。

３. 期末時価は、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場

価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていないため、当該評価額

や指標を用いて調整した金額によっております。

10. １株当たり情報に関する注記
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（令和７年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品

前 渡 金

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

建 物 附 属 設 備

構 築 物

器 具 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

差 入 保 証 金

敷 金

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

25,020

15,034

525

5,516

1,581

1,534

15

24

600

201

△14

12,200

1,838

211

113

0

109

1,403

223

16

22

184

10,138

3,206

2,683

7

2,550

326

1,032

396

△65
　

流 動 負 債 10,705

電 子 記 録 債 務 1,907

買 掛 金 3,408

短 期 借 入 金 3,466

未 払 金 507

未 払 法 人 税 等 819

賞 与 引 当 金 182

そ の 他 413

固 定 負 債 1,842

繰 延 税 金 負 債 578

役員退職慰労引当金 880

そ の 他 382

負 債 合 計 12,548

純 資 産 の 部

株 主 資 本 23,065

資 本 金 1,208

資 本 剰 余 金 2,005

資 本 準 備 金 2,005

利 益 剰 余 金 21,706

利 益 準 備 金 197

その他利益剰余金 21,509

別 途 積 立 金 15,000

繰越利益剰余金 6,509

自 己 株 式 △1,854

評価・換算差額等 1,606

その他有価証券評価差額金 1,606

純 資 産 合 計 24,671

資 産 合 計 37,220 負 債 ・ 純 資 産 合 計 37,220

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（令和６年４月１日から）令和７年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 31,049

売 上 原 価 24,603

売 上 総 利 益 6,446

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,314

営 業 利 益 2,131

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 100

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 19

雑 収 入 124 245

営 業 外 費 用

支 払 利 息 41

投 資 事 業 組 合 運 用 損 8

雑 損 失 0 51

経 常 利 益 2,325

税 引 前 当 期 純 利 益 2,325

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 960

法 人 税 等 調 整 額 △230 730

当 期 純 利 益 1,594

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

（令和６年４月１日から）令和７年３月31日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金
利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計資本準備金 別途積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,208 2,005 197 15,000 5,262 20,459 △ 1,854 21,818

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 347 △ 347 △ 347

当 期 純 利 益 1,594 1,594 1,594

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 1,246 1,246 － 1,246

当 期 末 残 高 1,208 2,005 197 15,000 6,509 21,706 △ 1,854 23,065

評価・換算差額等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 927 22,746

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 347

当 期 純 利 益 1,594

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

678 678

当 期 変 動 額 合 計 678 1,925

当 期 末 残 高 1,606 24,671

株主資本等変動計算書
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個別注記表

・市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

③ 退職給付引当金

（前払年金費用）

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

なお、計算の結果、当事業年度末において退職給付引

当金が借方残高となったため、「前払年金費用」とし

て計上しております。

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法

ロ. その他有価証券

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法

ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設

備及び構築物については、定額法を採用しておりま

す｡

② 無形固定資産 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事

業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。
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個別注記表

ロ. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしております。

④ 役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

① 「情報・印刷・産業システム機材」及び「金融汎用・選挙システム機材」

各セグメントにおいて、機器・材料の販売、役務提供

及び保守サービスを行っており、顧客への商品の引き

渡し及び役務提供の履行義務を負っております。機

器・材料の販売につきましては、顧客に商品を引き渡

した時点、役務提供につきましては、役務が完了した

時点で収益を認識しております。保守サービスにつき

ましては、履行義務が時の経過につれて充足されるた

め、顧客との契約期間に従い一定の期間にわたって収

益を認識しております。

ただし、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第

98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内販

売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転

される時までの期間が通常の期間である場合には、出

荷時点に収益を認識しております。

また、収益は、顧客との契約により定めた金額によっ

ております。

なお、顧客への販売における当社の役割が代理人に該

当する取引につきましては、顧客から受け取る額から

仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識してお

ります。
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個別注記表

当 事 業 年 度

繰延税金負債 578百万円

② 「紙・紙加工品」

用紙、紙器用板紙及び紙加工品の販売を行っており、

顧客への商品の引き渡しの履行義務を負っておりま

す。収益は、顧客に商品を引き渡した時点で認識して

おります。

ただし、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第

98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内販

売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転

される時までの期間が通常の期間である場合には、出

荷時点に収益を認識しております。

また、収益は、顧客との契約により定めた金額によっ

ております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過

去勤務費用の未処理額の会計処理方法は、連結計算書

類におけるこれらの会計処理の方法と異なっておりま

す。

② 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

③ 消費税等の会計処理 控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理

しております。

２. 重要な会計上の見積り

繰延税金資産（負債）

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

上記の繰延税金負債578百万円は、繰延税金資産483百万円と繰延税金負債1,062百万円

の相殺後の金額であります。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表 ３．重要な会計上の見積り」に記載した内容と同一であり

ます。
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個別注記表

(1) 有形固定資産減価償却累計額 2,519百万円

会 社 名 金 　 　 額 内 　 　 容

ムサシ・フィールド・サポート株式会社 ６百万円 仕入債務

(3) 関係会社に対する短期金銭債権（区分表示したものを除く） 409百万円

(4) 関係会社に対する短期金銭債務 1,115百万円

(5) 関係会社に対する長期金銭債権 274百万円

(1) 関係会社に対する売上高 1,140百万円

(2) 関係会社からの仕入高 7,201百万円

(3) 関係会社とのその他の営業取引 1,037百万円

(4) 関係会社との営業取引以外の取引 110百万円

事業年度末における自己株式の数 普通株式 1,135,648株

３. 貸借対照表に関する注記

(2) 保証債務

関係会社に対して次のとおり債務保証を行っております。

４. 損益計算書に関する注記

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
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個別注記表

賞与引当金 55百万円

未払社会保険料 9百万円

試験研究費 284百万円

関係会社株式評価損 213百万円

会員権評価損 25百万円

役員退職慰労引当金 277百万円

退職給付信託 67百万円

貸倒引当金 17百万円

その他 127百万円

繰延税金資産小計 1,077百万円

評価性引当額 △594百万円

繰延税金資産合計 483百万円

譲渡損益調整勘定 △51百万円

その他有価証券評価差額金 △685百万円

前払年金費用 △324百万円

繰延税金負債合計 △1,062百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △578百万円

種 類
会 社 等 の

名 称

議決権等の所有

(被所有)割合(％)

関連当事者

と の 関 係
取 引 内 容

取引金額

（百万円）
科 目

期末残高

（百万円）

関連会社
株式会社ジェ

イ・アイ・エム

所有

直接33.3
役員の兼任

貸付の回収

（注）
3,000

関係会社短

期貸付金
－

６. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産

繰延税金負債

（注） 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

税法の改正に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前

事業年度において使用した30.6％から令和７年４月１日に開始する事業年度に解消が見

込まれる一時差異については30.6％に、令和８年４月１日に開始する事業年度以降に解

消が見込まれる一時差異については、31.5％に変更して計算しております。

この税率変更により、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）は21

百万円増加し、法人税等調整額は２百万円増加し、その他有価証券評価差額金は19百万

円減少しております。

７．関連当事者との取引に関する注記

関連会社等

（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

８. 収益認識に関する注記

（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

収益を理解するための基礎となる情報は「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 (4)

収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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個別注記表

(1) １株当たり純資産額 3,620円58銭

(2) １株当たり当期純利益 233円98銭

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

取 締 役 会 御中

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 高 岡 宏 成

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 浅 井 清 澄

独立監査人の監査報告書

令和７年５月14日

株式会社　ム　サ　シ

Mooreみらい監査法人
東 京 都 千 代 田 区

　

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ムサシの

令和６年４月１日から令和７年３月31日までの連結会計年度の連結計算書

類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算

書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ムサシ及び連結子会社から

なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全て

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計

算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査

役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の

選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によ

って行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評

価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起する

こと、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない

場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記

事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が

基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務

情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書

類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ

る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与

えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
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じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガ

ードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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取 締 役 会 御中

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 高 岡 宏 成

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 浅 井 清 澄

独立監査人の監査報告書

令和７年５月14日

株式会社　ム　サ　シ

Mooreみらい監査法人
東 京 都 千 代 田 区

　

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ム

サシの令和６年４月１日から令和７年３月31日までの第104期事業年度の計

算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監

査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査

役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重

要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の

選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため

のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた

適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によ

って行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評

価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるか

どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか

どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる

場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事

項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と

なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ

る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与

えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講

じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガ

ードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査役会は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までの第104期事

業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基

づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取

締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集

及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施い

たしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び

財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社

の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応

じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社か

ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会

社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する

取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内

部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び

運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す

る品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の

通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うと

ともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人Mooreみらい監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人Mooreみらい監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

令和７年５月15日

株式会社 ムサシ 監査役会

常勤監査役 小 林 佳 典 ㊞

常勤監査役 矢 島 謙 樹 ㊞

社外監査役 安 藤 信 彦 ㊞

社外監査役 赤 石 　 健 ㊞
　

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、企業体質の強化と将来の事業展開のため内部留保の充実を図ると同時

に、業績の成果に応じた利益還元に努めることを基本に、当期の期末配当を次の

とおりとさせていただきたいと存じます。

・期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき普通配当18円に特別配当12円を加え、合計30円

（中間配当30円を含め年間配当60円）とさせていただきたいと存じま

す。

なお、この場合の配当総額は204,430,560円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

令和７年６月30日といたしたいと存じます。

－ 51 －



2025/05/28 14:55:57 / 24181243_株式会社ムサシ_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

1
小 林 厚 一

(昭和18年10月12日生)

昭和47年２月 当社入社

昭和57年11月 当社取締役

平成元年12月 当社代表取締役専務取締役

平成４年12月 当社代表取締役社長

平成25年６月 当社代表取締役会長（現任）

237,700株

2
羽 鳥 雅 孝

(昭和18年６月29日生)

昭和59年12月 当社入社

 当社取締役

平成４年12月 当社代表取締役専務取締役

平成22年６月 当社代表取締役副社長

平成25年６月 当社代表取締役社長（現任）

137,200株

3
小 野 貢 市

(昭和36年８月20日生)

昭和60年４月 当社入社

平成29年６月 当社取締役　東京第一支店副支店長

令和元年６月 当社取締役　経営企画本部長兼グ

ループ企業管理室長

令和３年６月 当社常務取締役　経営企画本部長

令和５年６月 当社取締役副社長　経営本部長兼

総務部担当（現任）

7,000株

4
小 林 将 治

(昭和50年７月27日生)

平成21年４月 当社入社

令和元年６月 当社取締役　紙・紙加工事業部長

令和３年６月 当社常務取締役　東京第一支店長

令和５年６月 当社専務取締役　第一営業本部長

（現任）

9,000株

5
羽 鳥 智 紀

(昭和49年５月25日生)

平成22年５月 当社入社

令和元年６月 当社取締役　経営企画本部副本部

長兼経営企画部長

令和２年６月 当社取締役　役員室長、経営企画

本部副本部長兼経営企画部長

令和３年６月 当社常務取締役　役員室長兼グル

ープ企業管理室長

令和５年６月 当社専務取締役　役員室長兼グル

ープ企業管理室長（現任）

23,300株

第２号議案　取締役13名選任の件

取締役13名（全員）は、本定時株主総会終結の時をもちまして任期満了になり

ますので、取締役13名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

6
山 本 義 明

(昭和36年４月12日生)

昭和60年４月 当社入社

令和元年６月 当社取締役　財務部長（現任）
6,400株

7
村 田 一 則

(昭和37年３月８日生)

昭和60年４月 当社入社

令和３年６月 当社取締役　名古屋支店長

令和５年６月 当社取締役　東京第一支店長

（現任）

9,000株

8
森 山 明 彦

(昭和38年９月５日生)

昭和61年４月 当社入社

令和３年６月 当社取締役　第二営業本部長

令和５年６月 当社取締役　第二営業本部長兼東

京第二支店長（現任）

4,500株

9
横 尾 孝 之

(昭和39年８月26日生)

昭和63年４月 当社入社

令和３年６月 当社取締役　紙・紙加工事業部長

（現任）

3,800株

10
池 田 哲 郎

(昭和39年８月９日生)

昭和62年４月 当社入社

令和５年６月 当社取締役　名古屋支店長

（現任）

3,900株

11
髙 原 巨 章

(昭和55年３月17日生)

平成27年４月 税理士登録

平成27年６月 当社社外取締役（現任）
1,900株

※

12

荻 野 勝 紀

(昭和44年６月21日生)

平成５年４月 当社入社

令和３年10月 当社福岡支店長

令和７年５月 当社大阪支店長（現任）

500株

※

13

田 島 賢 大

(昭和44年１月22日生)

平成５年４月 当社入社

令和３年６月 当社東京第二支店長

令和５年６月 当社北関東支店長（現任）

500株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３．髙原巨章氏は社外取締役候補者であります。

４．髙原巨章氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、同氏は税理

士としての専門的な知識を有しており、当社取締役会においても当該知見を活かし、

専門的かつ独立的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを

期待したためであります。

なお、同氏は直接経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役

としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

５．髙原巨章氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をも

って10年であります。

６．髙原巨章氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が原
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案どおり選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

７．当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に

規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定で

あります。各候補者が再任又は選任された場合には各氏は当該契約の被保険者となり

ます。

当該契約は第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担す

ることになる、職務の執行に関して支出した費用又は被った損失に関する損害を補償

の対象としております。

なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 54 －



2025/05/28 14:55:57 / 24181243_株式会社ムサシ_招集通知_電子提供措置用

監査役選任議案、退任監査役退職慰労金贈呈議案

氏 　 　 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 の 数

※

髙 橋 昌 人

(昭和40年10月９日生)

平成元年４月 当社入社

令和６年４月 当社東京第一支店　業務部長（現任）
    －株

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役矢島謙樹氏は、本定時株主総会終結の時をもちまして辞任されますの

で、監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者髙橋昌人氏は監査役矢島謙樹氏の補欠として選任されるも

のではなく、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会終結の時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役の候補者は次のとおりであります。

（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。

２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３．当社は、保険会社との間で、監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に

規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定で

あります。候補者が選任された場合には当該契約の被保険者となります。

当該契約は第三者及び当社に対する監査役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担す

ることになる、職務の執行に関して支出した費用又は被った損失に関する損害を補償

の対象としております。

なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

氏 名 略 歴

五 島 眞 一 平成29年６月 当社取締役（現在に至る）

西 沢 　 一 令和３年６月 当社取締役（現在に至る）

矢 島 謙 樹 令和６年６月 当社常勤監査役（現在に至る）

第４号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもちまして任期満了により退任される取締役五島眞

一氏、西沢一氏及び辞任により退任される監査役矢島謙樹氏に対し、在任中の功

労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を

贈呈いたしたいと存じます。その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締

役については取締役会の決議に、退任監査役については監査役の協議によること

にご一任願いたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりであります。

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図

Otemachi One 三井物産ビル ４階

「大手町三井カンファレンス」

東京都千代田区大手町一丁目２番１号

OTEMACHI ONE

JAビル

日本経済
新聞社
東京本社
ビル

気象庁本庁
東京管区気象台

東京
消防庁 経団連

会館

4番出口

C5直結
C4直結

C2a

アスコット
丸の内東京

パレスホテル
東京

内
堀
通
り

都
営
三
田
線

東
京
メ
ト
ロ
千
代
田
線

日
比
谷
通
り

二重橋前駅

丸の内
ビル

新丸の内
ビル

丸ノ内
ホテル

東京駅

JR東京駅

丸の内北口 大丸
東京店

シャングリ・ラ
ホテル東京

外
堀
通
り

東京メトロ東西線 永代通り

アマン東京
OOTEMORI

大手町駅 東京メトロ半蔵門線

星のや
東京

KDDI
大手町ビル

読売新聞
ビル

J
R
線

東
京
メ
ト
ロ
丸
ノ
内
線

神田橋IC

首都高速都心環状線

竹橋駅

JR神田駅

■東京メトロ千代田線・丸ノ内線・半蔵門線・東西線・

都営三田線「大手町」駅直結

■東京メトロ東西線「竹橋駅」まで徒歩５分

■JR「東京駅」（丸の内中央口）まで徒歩14分

■JR「神田駅」（南口）まで徒歩12分


